






※１　就業規則（PPT2-6参照）
　常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、
行政官庁に届け出なければならない。（労働基準法第89条）

※２　就業規則に定める労働条件と異なる場合
　就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、
無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。労
働契約と就業規則との関係については、労働契約法（平成十九年法律第百二十八号）第12
条 の定めるところによる。

（労働基準法第93条、労働契約法第12条）

▶ PPT2-7

（補足②）　就業規則について

労働契約の基本

①　1日だけのアルバイトに労働条件は通知していないよ、と言われました。

②	　うちの会社の就業規則は、社長の机の引き出しの中に入っているんです。見たいと
いえば見せてもらえるのですが、正直言いだしにくいです。

③	　ちょっと店の売り上げが落ちたから、この間採用のときに言った時給を下げると言
われました。

④　労働時間が9時間、休憩時間が15分の設定になっています。法律に違反すると思うの
ですが、「あなたもこの条件で印鑑押したのだから、合意があったということだよね。
合意があればその条件が有効なんだよ」と言われました。そうなのでしょうか。

▶ PPT2-8

会社の次のような対応が〇か×か、グループで話し合ってみよう

労働契約の基本
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　使用者は、最低賃金法に基づいて決められた「最低賃金額」以上の賃金を労働者に支払わなけ
ればなりません。（最低賃金法第4条） 

（６）─②　最低賃金

▶ PPT2-19

　最低賃金より低い賃金を定める労働契約は、その部分については無効となり、最低賃金額
と同額の定めをしたものとされます。

　最低賃金は毎年改定されます。長期間同じ賃金で働いている場合は、働いている地域の最
低賃金を確認しましょう！

※　最新の地域ごとの最低賃金はこちらでチェック↓

　　厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」　　
　　 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/
　	 roudoukijun/minimumichiran/

　　厚生労働省「必ずチェック 最低賃金　使用者も、労働者も。」  　　
　　https://pc.saiteichingin.info/

最低賃金を下回る契約は無効となります

最低限知っておきたい！　働くことに関する法律

　使用者は、最低賃金法に基づいて決められた「最低賃金額」以上の賃金を労働者に支払わなけ
ればなりません。（最低賃金法第4条） 

（６）─③　最低賃金

▶ PPT2-20

　最低賃金は時間当たりの額で定められています。時給制の場合はそのまま、賃
金額が月給制、日給制等の場合は、時間当たりの賃金に換算して、最低賃金を下
回っていないか確認します。

●　最低賃金と比較する額
①　時給制／時間給
②　日給制／日給÷1日の平均所定労働時間数
③　月給制／月給÷1か月の平均所定労働時間数
※　精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働等の手当、臨時に支払われる賃金、賞与等は除きます。

最低賃金を下回っていないかチェックする

最低限知っておきたい！　働くことに関する法律
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　雇用保険は失業中の手当だけではありません。早期に就職が決まった場合に再就職手当を受
け取れる場合があります。（雇用保険法第56条の3）

（２）─③　雇用保険（再就職手当）

▶ PPT2-35労働保険・社会保険

【早期に就職が決まった場合（再就職手当支給要件（の一部））】

1．　就職日の前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数が、
	 所定給付日数の3分の1以上あること。
2．　１年を超えて勤務することが確実であると認められること。
3．　待期満了後の就職であること。
　	（他にも支給要件があります。詳しくは最寄りのハローワークに相談しましょう）

支給例　（ご自分の支給額は最寄りのハローワークに必ず確認してください）　

　基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2（3分の1）以上の方
　→基本手当日額×所定給付日数の残日数×70%（60％）

　再就職手当を受給できれば、雇用保険の基本手当をすべて受け取って
から就職するより、収入が多くなる可能性がありますよ。

（２）─④　雇用保険（教育訓練給付）

▶ PPT2-36労働保険・社会保険

　雇用保険は失業中の手当だけではありません。
キャリアアップのための勉強をする際、受け取れる手当があります。

【勉強したい場合（教育訓練給付）】（雇用保険法第60条の2）

・　一定の要件（受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上、など）を満たす雇用保険
の被保険者（在職者）又は被保険者であった方（離職者）が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受
講し修了した場合に教育訓練経費の20%に相当する額を支給。

・　教育訓練給付対象講座は下のリンクで調べることが出来ます。
　厚生労働省「教育訓練給付制度　厚生労働大臣指定訓練講座　検索システム」
 　http://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/SCM/SCM101Scr02X/SCM101Scr02XInit.form

・　このほかに「専門実践教育訓練給付金」という制度があります。一定の要件を満たす雇用保険
の被保険者、または被保険者であった方が厚生労働省の指定する専門実践教育訓練を受講、終
了した場合、教育訓練経費の一定の割合額（最大70％）が支給されます。

・　詳しいことは最寄りのハローワークに相談しましょう。
・　雇用保険はほんの少しの負担※でいろいろな手当があります。
※　雇用保険料の自己負担率・・・給料の0.03 ～ 0.04％（平成29年度）
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